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－１－ 

第１章 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

 

 １．環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

   「環境影響評価法」第１６条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を

求めるため、準備書を作成した旨及びその他事項を公告し、準備書を公告の日から起算

して約１月間縦覧に供した。 

 

  （１）公告の日 

     ２０１７年１２月４日（月） 

 

  （２）公告の方法 

    ① ２０１７年１２月４日（月）付けで、以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

                             ［ 別紙１参照 ］ 

     ・北海道新聞（朝刊３３面、根釧帯勝版） 

     ・十勝毎日新聞（夕刊３面） 

 

    ② 上記の公告に加え、次の「お知らせ」を実施した。 

・自治体の広報誌（しんとくお知らせ号（２０１７年１２月１日発行）へ折り込

み記事を掲載した。                   ［ 別紙２参照 ］ 

       

    

     ・当社ホームページ（http://www.hepco.co.jp/shintoku_assess/index.html）に

２０１７年１２月４日より準備書の縦覧についての記事を掲載するとともに、

自治体（北海道、新得町）ホームページに記事を掲載した。   

               ［ 別紙３－１～３－３ 参照 ］ 

 

  （３）縦覧場所 

     自治体庁舎２箇所、当社事業所２箇所の計４箇所及びインターネットの利用によ

る縦覧を実施した。 

    ① 自治体庁舎 

     ・新得町役場   （上川郡新得町３条南４丁目２６番地） 

     ・新得町役場屈足支所  （上川郡新得町屈足柏町３丁目） 

    ② 当社事業所 

     ・新得営業所        （上川郡新得町拓鉄１４１番地） 

     ・帯広支店   （帯広市西５条南７丁目２番地１） 

    ③ インターネットの利用 

     ・当社ホームページに準備書及び要約書を掲載した。    ［ 別紙４ 参照 ］ 

     ・北海道、新得町に当社ホームページへのリンク掲出を依頼し、自治体ホームペ

ージから準備書及び要約書が参照可能とされた。 

[別紙３－２、３－３参照] 

 

 

http://www.hepco.co.jp/shintoku_assess/index.html


 

－２－ 

 

 

  （４）縦覧期間 

     ２０１７年１２月４日（月）から２０１８年１月９日（火）までとした。但し、

各縦覧場所とも休業日を除いた。 

縦覧時間は平日の９時から１７時までとし、当社事業所及び当社ホームページで

は、さらに縦覧期間終了後も２０１８年１月２３日（火）まで閲覧可能とした。 

     インターネットの利用による電子図書の閲覧は、縦覧期間中には常時アクセス可

能な状況とした。 

 

  （５）縦覧者数 

    ①縦覧者記録記載者数     ２名      [別紙５参照］ 

     （内訳） 

      ・新得町役場    ０名 

・新得町役場屈足支所   ０名 

・北海道電力株式会社 新得営業所  １名 

・北海道電力株式会社 帯広支店  １名 

     

②当社ホームページへのアクセス数 

 ・縦覧期間中における当社ホームページへのアクセス数は６７６回であった。 

  （自治体ホームページを介したアクセスを含む） 

 

  

  



 

－３－ 

 

２．環境影響評価準備書についての説明会の開催 

   「環境影響評価法」第１７条の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するための説

明会を開催した。 

   説明会の開催の公告は、準備書の縦覧等に関する公告（お知らせ）と同時に行った。 

 

  （１）開催日時 

     ２０１７年１２月１９日（火） １８時３０分～２０時１５分 

 

  （２）開催場所 

     新得町公民館（上川郡新得町４条南４丁目） 

 

  （３）来場者数 

     ６名 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

－４－ 

 

３．環境影響評価準備書についての意見の把握 

   「環境影響評価法」第１８条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する

者の意見書の提出を受け付けた。 

 

  （１）意見書の提出期間 

     ２０１７年１２月４日（月）から２０１８年１月２３日（火）まで 

     （縦覧期間満了日の翌日から２週間とし、郵送受付は当日消印有効とした。） 

 

  （２）意見書の提出方法             ［ 別紙６－１、６－２ 参照 ］ 

    ① 縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函 

    ② 当社への郵送による書面の提出 

    ③ 当社ホームページ意見受付フォームへの書き込み 

 

  （３）意見書の提出状況 

     環境保全の見地からの意見書の提出件数 ０件 

  



 

－５－ 

［ 別紙１］ 

日刊新聞紙に掲載した公告（１） 

 

○ ２０１７年１２月４日（月）掲載 

・北 海 道 新 聞（朝刊２９面、根釧帯勝版） 

       ・十勝毎日新聞（夕刊２面） 

 

 

  



 

－６－ 

［ 別紙２ ］ 

自治体広報誌への掲載 

 



 

－７－ 

［ 別紙３－１ ］ 

当社ホームページに掲載したお知らせ 

 



 

－８－ 

 

 

 

 

新得発電所建設計画の概要 

 

当社は、低炭素社会の実現に向けた方策の一つとして、水力発電を含めた再生可

能エネルギーの導入拡大に向けた取り組みを進めています。 

現在の上岩松発電所（１号）は、１９５６年に新得町の十勝川水系十勝川の上流

域に建設した水路式の発電所で、運転開始から６０年が経過しており、老朽化によ

り水車・発電機の更新が必要となっています。 

新得発電所建設計画は、老朽化した上岩松発電所（１号）を廃止するとともに、

流用可能な既設設備は極力活用した上で、これまで利用していなかった融雪期等の

上岩松取水堰からの放流水を有効活用することにより発電電力量を増加させる計画

であり、環境負荷低減ならびに未利用の再生可能エネルギーの有効活用に資するも

のです。 

 

 

 【既設】上岩松発電所（１号） 【新設】新得発電所 

所在地 上川郡新得町 

水系および河川名 十勝川水系 十勝川 

発電方式 水路式 

最大使用水量 ２８．６０ｍ３／Ｓ ３１．８０ｍ３／Ｓ 

最大出力 ２０，０００ｋＷ ２３，１００ｋＷ 

工事着工 － ２０１９年４月（予定）※ 

営業運転開始 
１９５６年８月 

（２０２１年７月廃止予定）※ 
２０２２年６月（予定）※ 

※  ２０１７年２月公表の電源開発計画における工事着工時期（２０１８年１２月予定）、営業運転開始時期

（２０２１年８月予定）および廃止時期（２０２０年１１月）から変更しています。 

 

以上 

  

添付資料 



 

－９－ 

＜新得発電所位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜完成予想図＞ 

 

 

新得発電所 

拡 大 
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－１１－ 

 

 

  



 

－１２－ 

 

 

  



 

－１３－ 

 

 

  



 

－１４－ 

 

 

  



 

－１５－ 

 

 

 

 

  



 

－１６－ 

 

 

 

 

  



 

－１７－ 

 

 

 

 

  



 

－１８－ 

 

 

 

  



 

－１９－ 

 

 

 

 

  



 

－２０－ 

 

 

 

  



 

－２１－ 

 

 

 

 

  



 

－２２－ 

 

 

 

 

  



 

－２３－ 

 

 

 

 

  



 

－２４－ 

 

 

 

  



 

－２５－ 

 

 

 

 

  



 

－２６－ 

 

 

 

  



 

－２７－ 

 

 

 

  



 

－２８－ 

 

 

 

  



 

－２９－ 

 

 

 

  



 

－３０－ 

 

［ 別紙３－２ ］ 

 

北海道ホームページに掲載したお知らせ 

 

 

 

  



 

－３１－ 

 

［ 別紙３－３ ］ 

 

新得町ホームページに掲載したお知らせ 

 

 

 

  



 

－３２－ 

 

［ 別紙４ ］ 

 

当社ホームページに掲載した準備書の内容 

 

 

 

  



 

－３３－ 

 

［ 別紙５ ］ 

 

縦覧場所に設置した縦覧者記録用紙 

 

 



 

－３４－ 

［ 別紙６ －１］ 

 

縦覧場所に用意した意見書（様式） 

 

 

 



 

－３５－ 

［ 別紙６ －２］ 

 

意見受付フォーム 

 

 

  



 

－３６－ 

 

第２章 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と 

これに対する当社の見解 

 

「環境影響評価法」第１８条の規定に基づいて当社に対して意見書の提出により述べられ

た環境の保全の見地からの意見はありませんでした。 

従って「環境影響評価法」第１９条及び「電気事業法」第４６条の１２の規定に基づく準

備書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解はありません。 

 

 


